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令和４年度のアンケート調査によると、実勢運賃水準として、「標準的運賃」の約７割程度が収受さ
れていることから、実質的な「標準的な運賃」の引上げ幅は約６％となるため、運転者の賃金引上げ
効果として同水準の約６％程度が見込まれる。
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１．物価上昇を反映した賃金の引上げ分
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「標準的な運賃」と実勢運賃との乖離

「標準的運賃」に対する実勢運賃水準
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「標準的運賃」の引上げ幅 ： 約８％
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今般の見直しにより加算した荷役作業の料金（積込料・取卸料）を収受することにより、運転者１人当
たり約３３万円、令和４年の名目賃金（４５６万円）比で約７％の賃上げ効果が見込まれる。

２．荷役作業の対価の収受、適正運賃の収受による賃金の引上げ分

【約33万円の算出式】
4,280円（※1）× 1.5時間（※2）× 250日（※3）× 58％（※4）× 36％（※5） = 約33万円

（※１）中型車（４ｔクラス）の１時間あたり積込料・取卸料（機械荷役、手荷役の平均）
（※２）１運行あたりの平均荷役時間
（※３）ドライバー１人あたりの年間労働日数
（※４）１時間当たり固定費のうち、運転者の人件費が占める割合
（※５）荷役作業の対価を収受できていないトラック事業者の割合

また、実勢運賃（実際の契約額）が「標準的な運賃」の水準に上昇することで、適正運賃の収受率が
高まり、一段の賃上げ効果が見込まれる。

＜参考＞
〇令和２年４月の「標準的運賃」告示後の春季賃上率

令和３年 １．８６％
令和４年 ２．２０％
令和５年 ３．６０％（３年合計７．８５％）

〇令和６年春闘の賃上率の目標
連合 ５％以上
運輸労連（ヤマト運輸や日本通運等の労組が加盟） ６％
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